
診療録（カルテ）等の開示申請について 

 

国保水俣市立総合医療センター 

  

当院では、診療録の開示を行うにあたり、患者様の大切な個人情報の観点から、申請手続きを定

めております。 

 

１．開示可能な診療情報の範囲、内容、方法 

当院で作成した診療のために残存する診療録、各種検査、画像検査（画像データ）、その他診療

に関する記録等とし、複写物（但し画像データはＣＤ－Ｒ）でのお渡しとなります。 

 ※当院以外で作成された文書・記録は対象外となります。 

 ※法定保存年限を超えたものについては、破棄済みで存在しない場合があります。 

 

２．開示申請ができる方 

 ①患者様本人（成人者） 

 ②患者本人（１５才以上の未成年者） 

③法定代理人（親権者、後見人等） 

 ④患者様のご遺族、相続人※ 

 ⑤任意代理人（弁護士、保険会社を含む） 

 

３．開示に係る料金 

項目 金額 備考 

開示手数料 １回につき ２，２００円 不存在証明書を含む 

紙（Ａ４）片面・白黒のみ １枚につき    １０円  

ＣＤ－Ｒ（画像データ） １枚につき １，１００円  

郵送料 返信用のレターパックプラ

スをご準備ください。 

ゆうパックの着払いも可能 

（運送業者の指定不可） 

※廃棄などで提供不可の場合、不存在証明書の発行が可能です。（開示手数料に含みます） 

 

【開示の流れ】 

 

 

※診療情報の開示は、相続関係その他の権利関係を

判断又は確定するものではありません。これに起因

して生じた紛争について、当院は一切の責任を負い

ません。当院は、提出された戸籍、遺言書その他の資

料について、その真正性又は法的有効性を判断する

責任は負いません。 



４.開示申請の手続き 

 窓口での直接申請の他、郵送での請求も受け付けています。 

  

○窓口での直接請求手続き 

できるだけ事前に電話で来院日の連絡をお願いいたします。 

【窓口請求に必要な書類】をご準備の上、地域医療支援センターまでお越しください。 

※土日・祝日・年末年始を除く当院診療日の午前９時から午後４時まで 

  

【窓口請求に必要書類】 

  開示申請書に必要事項を記入の上、次の書類を添付してください。 

  書類に不備がある場合、請求をお受けできませんのでご不明な点は事前にご確認ください。 

患者様との関係 必要書類 

①患者様本人 

（満１８才以上） 

・開示申請書 

・患者様本人の身分証明書（※２） 

②患者様本人 

（満１５才以上の未成年） 

・開示申請書（親権者との連名申請であること） 

・患者様本人の身分証明書（※２） 

③法定代理人 

（家族、親族やそれらに準ず

る方） 

・開示申請書（ただし、患者本人が１５才以上の未成年の場

合、親権者との連名申請であること）  

・患者様本人と請求者の身分証明書（※２）  

・患者様との続柄がわかる戸籍謄本等の書類（※３） 

・委任状（※４ 患者様が成人されている場合） 

④患者様のご遺族、相続人 

（※１） 

・開示申請書  

・請求者の身分証明書（※２） 

・相続人等であることがわかる戸籍謄本等の書類（※３） 

・亡くなられていることがわかる戸籍謄本等の書類（※３） 

（当院で亡くなられている記録がある場合は不要） 

⑤任意代理人 

（弁護士、保険会社を含む） 

・開示申請書（依頼文書） 

・委任者の身分証明書（※２）のコピー 

・任意代理人の身元が分かる書類  

・委任状（※４） 

※１ 相続人間における権利関係の調整、合意形成または紛争の解決について、当院は一切関 

与せず、責任は負いません。 

※２ 身分証明書は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等公的機関が発行する 

顔写真付で氏名・生年月日の記載があるもの  

※３ 申請日から３か月以内に発行された戸籍謄本等   コピー不可 

※４ 申請日から３か月以内に作成された同意書、委任状 コピー不可 

・内容により、追加資料の提出を求める場合があります。 

・マイナンバーカードは、個人番号のない表面（顔写真のある面）をコピーしてください。 

  ・法定代理人であることを示す書類は、戸籍謄本の他、家庭裁判所の証明などが該当します。 

  ・法定代理人が任意代理人に請求を委任する場合は、（※２）の書類も必要です。 

 

 

 



○郵送での請求手続き 

 【郵送請求に必要な書類】をご準備の上、次の宛先まで郵送ください。 

 〒８６７－００４１ 熊本県水俣市天神町一丁目２番１号 

国保水俣市立総合医療センター 診療録開示窓口 宛 

【郵送請求に必要書類】 

  開示申請書に必要事項を記入の上、次の書類と返信用封筒（レターパックプラスを推奨※１）

を同封の上、郵送してください。 

  書類に不備がある場合、請求をお受けできませんのでご不明な点は事前にご確認ください。 

患者様との関係 必要書類 

①患者様本人 

（満１８才以上） 
・開示申請書  

・患者様本人の身分証明書（※３） 

②患者様本人 

（満１５才以上の未成年） 

・開示申請書（親権者との連名申請であること） 

・患者様本人の身分証明書（※２） 

③法定代理人 

（家族、親族やそれらに準ず

る方） 

・開示申請書（ただし、患者本人が１５才以上の未成年の場

合、親権者との連名申請であること）  

・患者様本人と請求者の身分証明書（※２）  

・患者様との続柄がわかる戸籍謄本等の書類（※３） 

・委任状（※４ 患者様が成人されている場合） 

④患者様のご遺族、相続人 

（※２） 
・開示申請書  

・請求者の身分証明書（※３） 

・相続人等であることがわかる戸籍謄本等の書類（※４） 

・亡くなられていることがわかる戸籍謄本等の書類（※４） 

（当院で亡くなられている記録がある場合は不要） 

④任意代理人 

（弁護士、保険会社を含む） 
・開示申請書（依頼文書） 

・委任者の身分証明書（※３）のコピー 

・任意代理人の身元が分かる書類  

・委任状（※５） 

※１ 返信用封筒を準備し、宛名などを記入の上、同封してください。 
  レターパックプラス（６００円：対面受領）を同封してください。 

返信用封筒の同封がない場合、請求者住所へゆうパック等の着払いでお送りいたします。 
※２ 相続人間における権利関係の調整、合意形成または紛争の解決について、当院は一切関 

与せず、責任は負いません。 
※３ 身分証明書は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等公的機関が発行する 

顔写真付で氏名・生年月日の記載があるもの  
※４ 申請日から３か月以内に発行された戸籍謄本等   コピー不可 
※５ 申請日から３か月以内に作成された同意書、委任状 コピー不可 

  ・内容により、追加資料の提出を求める場合があります。 
・マイナンバーカードは、個人番号のない表面（顔写真のある面）をコピーしてください。 

  ・法定代理人であることを示す書類は、戸籍謄本の他、家庭裁判所の証明などが該当します。 
  ・法定代理人が任意代理人に請求を委任する場合は、（※２）の書類も必要です。 

請求受付後、開示手続きを行い、金額を連絡しますので、銀行振込をお願いします。 
 入金確認後、郵送させていただきます。（振込手数料は請求者負担でお願いします） 

振込先 肥後銀行水俣支店 普通預金 口座番号 ４０２１０７ 

       口座名義人 水俣市病院事業会計 管理者 坂本 不出夫 

（ミナマタシビョウインジギョウカイケイ カンリシャ サカモトフデオ） 



５．開示できない場合 

  第三者の利益を害する恐れ、患者様本人の心身の状況、名誉を著しく損なう恐れがある場合 

その他、開示すべきでない理由が存在するときは、開示ができません。 

  ※未成年者に関する取り扱い 

   未成年者の診療情報であっても、親権者又は法定代理人からの申請であれば無条件に開示さ

れるものではありません。開示の可否は民法第８２０条に定めるこの利益及び個人情報保護

法の趣旨を踏まえ、患者様本人のプライバシー保護の観点から判断し、必要に応じて、全部

または一部を不開示とする場合があります。 

  ※死亡した患者様（故人）に関する取扱い 

   死亡した患者（故人）の診療情報の開示は、相続関係その他の権利関係を判断又は確定する

ものではなく、相続人であることのみをもって無条件に開示されるものではありません。開

示の可否は、当院の定める手続き及び審査により判断します。これに起因して生じた紛争に

ついて、当院は責任を負いません。また、当院は、提出された戸籍、遺言書その他の資料に

ついて、その真正性または法的有効性を判断する責任を負いません。 

 

６．その他注意事項 

・電話での申請や、電話での診療内容に関する問い合わせには対応できません 

・診療録の開示には、１か月程度の時間をいただきます。 

・開示申請の受付後、途中でキャンセルをされても開示手数料は発生します。 

また、既に作成済みの書類、写しなどの費用は請求させていただきます。 

・開示決定の通知後、３か月以内に受け取りが無かった場合、開示を受ける意思がないものとみ 

なし、開示申請が無効となり、関係書類は破棄します。破棄する際の連絡等はいたしません。 

・開示希望の期間が長期にわたる場合など、相当枚数になる可能性があり、費用が高額となる場

合があります。請求に基づき開示しますので、一部のみをお渡しすることはできません。 

 ・電子カルテの印刷の都合上、診療記録内容を含まないページが含まれる場合がありますが、あ 

らかじめご了承ください。一部ページの除外などは対応しておりません。 

 

７．連絡先 

国保水俣市立総合医療センター地域医療支援センター ＴＥＬ ０９６６－６３－２１０１ 

 

 

 

 

 


